
第３号議案 

 

 令和６年（２０２４年）１０月２日付け都第７３号知多都市計画名和駅西地区計

画の変更について 

 

令和６年（２０２４年）１０月２日提出 

 

東海市都市計画審議会会長      
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都第７３号  

令和６年（２０２４年）１０月２日  

 
東海市都市計画審議会会長 様 

 

                東 海 市 
                代表者 東海市長 花 田 勝 重     

 
知多都市計画名和駅西地区計画の変更について（付議）  

 このことについて、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項に

おいて準用する同法第１９条第１項の規定に基づき、東海市都市計画審議会に付議

します。 
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知多都市計画地区計画の変更 

 

 

理 由 書 
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理由書 

 

【名和駅西地区】 

 

 

１ 変更の概要 

主な変更は以下のとおりです。 

変更 

前後 

地区整備 

計画区域 

地区施設の配置及び規模 
備考 

道路番号 幅員 延長 

変更前 約 37.4ha 道路１号 12.0～13.4ｍ 約 440ｍ 
最終告示 

令和４年３月２９日 

変更後 約 45.4ha 道路１号 9.0～13.4ｍ 約 1,340ｍ 
送迎場（約 1,300 ㎡） 

を含む 

 

２ 当該都市計画の都市の将来像における位置付け 

東海市都市計画マスタープラン（東海市：令和６年３月改定）において、本地区は

「名和駅西側は、地区計画の活用や土地区画整理事業により民間活力を活用した産業

機能の立地誘導、職住近接のまちづくりによる産業や物流の集積に向け、用途地域を

見直し、市街地の形成を促進する」と位置づけられています。 

 

３ 当該都市計画の必要性 

地区計画は、居住や産業など地域の状況やニーズなどを考慮し、地域特性に応じた

環境整備を進めることを目的とし、秩序ある開発行為、建築又は施設の整備を図るた

めに有効な都市計画です。 

本地区は令和 4 年 3 月に「産業の振興と秩序のある良好な市街地の形成を図る」こ

とを目的として地区計画を定めましたが、土地区画整理事業により整備を進める区域

は、地区整備計画区域外としていました。 

このたび、令和 4 年 11 月に土地区画整理事業の事業計画決定の公告により、公共施

設計画等が決定したことから、地区整備計画区域を本地区計画区域全域に拡大すると

ともに、名和駅西側へのアクセス機能を担う環状道路について、市街地の形成の促進

に必要な機能を担うことから、地区施設の変更を行うものです。 

また、ゼロカーボンシティ宣言都市として、良好な都市環境形成にあたって、地球

温暖化対策の推進についての方針を加えるものです。 
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４ 当該都市計画の妥当性 

（１）施設の配置等 

今回地区施設を変更する道路１号は、都市計画道路3･2･24高針東海線から名鉄

名和駅へのアクセス性の確保と、土地区画整理事業により整備される大街区を形

成する環状道路として計画し、工業専用地域として適切な幅員を有した道路とし

ていることから、施設の配置等は妥当です。 
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